
地域材供給倍増対策
【１，０５６（４００）百万円】

対策のポイント
「１０年後の木材自給率５０％以上」を目指し、原木の安定供給の取組や

木材産業活性化、公共建築物等への地域材の利用拡大の取組を支援します。

＜背景／課題＞
・「森林・林業再生プラン」に基づいて、国産材の利用拡大を図るためには、小規模・
分散的・多段階という国産材の生産・加工・流通体制の改革が必要です。

・「公共建築物木材利用促進法」の着実な推進により、公共建築物のみならず、住宅等
での地域材の一層の利用拡大や、木質バイオマス等地域材の新たな用途への利用拡大
につなげていくことが必要です。

政策目標
○原木の安定供給体制の構築に取り組んだ地域からの原木供給量:

取組開始後３年目で開始前の３割増（平成３２年度には倍増）
○木材産業等の活性化を図る地域における木材利用量:

平成２７年度までの５年間で１２万m 増加3

○木造での公共建築物の整備：７．５％(平成２０年度)
→ ２４％(平成２７年度)

＜主な内容＞

１．地域における原木の安定供給の取組への直接支援
地域における木材生産者の連携による原木供給の取りまとめやストックヤードを

活用した仕分け・直送の推進等、安定供給に向けた取組に対し支援します。

２．水平連携など木材産業活性化のための支援
集成材工場向けのラミナ挽き等の水平連携構想の作成、工務店と連携した部材の

共通化、木製ガードレールなど土木資材の普及等の取組に対し支援します。

３．木造公共建築物等への地域材利用による実需拡大
公共建築物木材利用促進法を推進するため、次の取組に対し支援します。

① 地域の関係者が一体となって取り組む木造公共建築物の整備等
② 木造公共建築物や木質バイオマス利活用施設の整備資金の借入に係る利子助成
③ 木造設計を担う建築士が地域材製品の選択に用いるソフトウェアの提供等

４．地域材の差別化・信頼性向上による実需拡大
木材のトレ－サビリティ制度（合法性、伐採地等の表示）に係る実証や、環境貢

献度の客観的な評価・表示等を推進します。
地域材供給倍増事業 ８５６（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

お問い合わせ先：
１の事業 林野庁計画課 （０３－６７４４－２３００（直））
２の事業 林野庁木材産業課（０３－６７４４－２２９４（直））

３及び４の事業 林野庁木材利用課（０３－６７４４－２２９６（直））






